
⼆次聴⼒検査機関の条件 
難聴疑い児について難聴の有無を診断し、精密聴⼒検査機関へ遅滞なく紹介で

きる医療施設（原則として、以下の 3 条件を満たす）。 

1. ABR もしくは ASSR がある。 

2. 施設内に⽿⿐咽喉科医師がいる（常勤、⾮常勤は問わない）。 

3. ０歳児を含めて速やかに紹介できる精密聴⼒検査機関がある。 

 

精密聴⼒検査機関の条件 
難聴疑い児の最終診断を⾏い、療育・教育施設と連携しながら将来にわたって

聴覚管理ができる医療施設（原則として、以下の 6 条件を満たす）。 

1. ０歳児を含めて速やかに連携できる難聴幼児の療育・教育施設 1がある。 

2. ⼩児難聴診療に携わる⽿⿐咽喉科医師と⾔語聴覚⼠がいる。 

3. ABR もしくは ASSR 機器がある。 

4. OAE 機器がある。 

5. 乳幼児聴⼒検査（BOA・COR・遊戯聴⼒検査）の検査設備（防⾳室および

校正されたスピーカ出⼒つきのオージオメータ）がある。 

6. 乳幼児聴⼒検査（BOA・COR・遊戯聴⼒検査）を実施する⾔語聴覚⼠・医

師・臨床検査技師・看護師がいる。 

 
註 1) 療育・教育施設（療育機関）とは、地域と連携して未就学の聴覚障害児の個別相談とグループ⽀援

が実現できる施設を指す。従来の難聴幼児通園施設といわゆるろう学校（現、聴覚特別⽀援学校）

が主に該当する。 

 


